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免
除
制
度

　
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
申
請

し
て
認
め
ら
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
全

額
、
ま
た
は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象
／
本
人
や
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年

所
得
が
一
定
以
下
の
人

免
除
の
種
類
／
❶
全
額
免
除（
納
付
な
し
）

❷
４
分
の
３
免
除
（
４
分
の
１
納
付
）

❸
半
額
免
除
（
半
額
納
付
）

❹
４
分
の
１
免
除
（
４
分
の
３
納
付
）

※
一
部
免
除
（
❷
～
❹
）
と
認
め
ら
れ
た

人
が
減
額
さ
れ
た
保
険
料
を
納
め
な
い

場
合
は
、
未
納
と
同
じ
扱
い
と
な
り
、

そ
の
期
間
の
免
除
は
無
効
に
な
り
ま
す
。

納
付
猶
予
制
度

　
保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
、
納
付
に
猶

予
が
必
要
な
人
は
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ

る
と
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

対
象
／
本
人
や
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
以
下
で
、
20
歳
以
上
50
歳
未
満
の
人

国民年金保険料の納付が困難なときは
免除・納付猶予制度のご利用を

注
意
事
項
／

◦
7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
を
1
年
度
と

し
て
申
請
で
き
ま
す
。

◦
申
請
日
か
ら
2
年
1
か
月
前
ま
で
遡
っ

て
、
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
が
で
き
ま

　
す
。

◦
原
則
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

◦
電
子
申
請
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

富
士
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

令
和
７
年
度
の
申
請
受
付
／
令
和
７
年
度

分
（
令
和
７
年
7
月
～
令
和
８
年
6
月

分
）
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
は
、
7

月
1
日
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
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国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・
納付猶予制度をご利用ください。

　　
免
除
・
納
付
猶
予
が
認
め
ら
れ
た
期
間

は
、
老
後
や
、
も
し
も
の
と
き
の
年
金
を

受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
期
間
で
あ
る
、

受
給
資
格
期
間
や
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
10
年
以
内
な
ら
追
納
す
る
こ
と

で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
満
額
に
近
づ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
２
年
を
経
過
し
た
次
の
４
月

か
ら
納
付
す
る
分
は
、
当
時
の
保
険
料
に

一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

申
請
方
法

　
国
保
年
金
課
ま
た
は
富
士
年
金
事
務
所

に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
／
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
等
）、
免
許
証
等
の
身
分
証

明
書
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等

の
写
し
（
失
業
を
理
由
と
す
る
場
合
）

▲日本年金機構の
ウェブサイトは
こちら

免除 納付猶予 未納
老齢基礎年金
受給資格期間 入る 入らない

老齢基礎年金額
への反映 一部あり なし

障害基礎年金・
遺族基礎年金
受給資格期間

入る 入らない

納付可能期間 10年以内 ２年以内

制度を利用した場合と未納の場合の比較

※免除期間に応じて将来の年金受給額が減額されます。

失
業
を
理
由
と
す
る
申
請
の
と
き
は

　
失
業
し
た
人
の
前
年
の
所
得
を
除
外

し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。
離
職
日
の
翌

日
が
申
請
年
度
の
前
年
1
月
1
日
以
降

の
人
が
対
象
で
す
。
例
え
ば
、
令
和
７

年
度
の
申
請
の
場
合
、
令
和
５
年
12
月

31
日
以
降
に
離
職
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
申
請
に
は
、
必
ず
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
な
ど
、
離
職
日
を
証
明
す
る
書
類

の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

！

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
は
未
納
よ
り

断
然
お
得
！

表でチェック！

そ
の
ほ
か
の
制
度

■
産
前
産
後
免
除

届
出
に
よ
り
、
出
産
予
定
日
（
ま
た

は
出
産
日
）
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら

４
か
月
間
は
、
保
険
料
が
免
除
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
免
除
さ
れ
た
期
間
も
保

険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
、
将
来

の
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
に
反
映
さ

れ
ま
す
。

■
学
生
納
付
特
例

大
学
（
大
学
院
）、短
期
大
学
、高
等

専
門
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上

の
学
生
で
、
前
年
所
得
が
一
定
以
下
の

人
は
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
法
定
免
除

障
害
年
金（
1
・
2
級
）を
受
け
て
い

る
人
、
ま
た
は
生
活
保
護
法
に
よ
り
生

活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人
は
、
届
け
出

る
と
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。


